
様式 １　公表されるべき事項

国立大学法人　東京大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

　当該法人の主要事業は教育・研究事業である。役員報酬水準を検討するにあたっては、国家公務員
指定職俸給表の俸給月額を踏まえ、国家公務員給与の改定状況等を参考として決定している。

  ②令和３年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　役員の賞与については、平成１６年度より東京大学役員給与規則に基づき、「総長は、国立大学法人
評価委員会が行う業績評価の結果及び職務実績を勘案して、賞与の額の１００分の１０の範囲内で増額
し、又は減額することができる」仕組みとしている。

　③ 役員報酬基準の内容及び令和３年度における改定内容

　役員報酬支給基準は、主に月額及び賞与から構成されている。月額について
は、東京大学役員給与規則に則り、俸給月額（1,199,000円）に教育研究連携手
当（233,805円）を加算して算出している。賞与についても、東京大学役員給与規
則に則り、（（俸給月額＋教育研究連携手当の月額）＋（俸給月額＋教育研究連
携手当の月額）×100分の20＋俸給月額×100分の25）に100分の167.5を乗じ、
さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を
乗じて得た額としている。
　令和３年度の改定は特になし。

　役員報酬支給基準は、主に月額及び賞与から構成されている。月額について
は、東京大学役員給与規則に則り、俸給月額（895,000円又は818,000円）に教
育研究連携手当（174,525円又は159,510円）を加算して算出している。賞与につ
いても、東京大学役員給与規則に則り、（（俸給月額＋教育研究連携手当の月
額）＋（俸給月額＋教育研究連携手当の月額）×100分の20＋俸給月額×100
分の25）に100分の167.5を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるそ
の者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。
　令和３年度の改定は特になし。

　役員報酬支給基準は、東京大学役員給与規則に則り、月額（424,666円）又は
日給額（49,000円）としている。
　令和３年度の改定は特になし。

　役員報酬支給基準は、主に月額及び賞与から構成されている。月額について
は、東京大学役員給与規則に則り、俸給月額（706,000円）に教育研究連携手当
（137,670円）を加算して算出している。賞与についても、東京大学役員給与規則
に則り、（（俸給月額＋教育研究連携手当の月額）＋（俸給月額＋教育研究連携
手当の月額）×100分の20＋俸給月額×100分の25）に100分の167.5を乗じ、さ
らに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗
じて得た額としている。
　令和３年度の改定は特になし。

　役員報酬支給基準は、東京大学役員給与規則に則り、日給額（38，000円）とし
ている。
　令和３年度の改定は特になし。
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２　役員の報酬等の支給状況
令和３年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

23,957 14,388 6,764 2,805 （教育研究連携手当） 4月1日 ※

千円 千円 千円 千円

19,830 10,740 5,553
2,094

242
1,200

（教育研究連携手当）
（通勤手当）
（副学長手当）

4月1日 ※

千円 千円 千円 千円

19,588 10,740 5,553
2,094
1,200

（教育研究連携手当）
（副学長手当） ※

千円 千円 千円 千円

19,587 10,740 5,301
2,094

202
1,200

（教育研究連携手当）
（通勤手当）
（副学長手当）

4月1日 ※

千円 千円 千円 千円

19,633 10,740 5,301

2,094
293

1,200
4

（教育研究連携手当）

（通勤手当）

（副学長手当）

（入試手当）

4月1日 ※

千円 千円 千円 千円

19,335 10,740 5,301
2,094
1,200

（教育研究連携手当）
（副学長手当） 4月1日 ※

千円 千円 千円 千円

5,900 2,685 2,650
523
41

（教育研究連携手当）
（通勤手当） 6月30日

千円 千円 千円 千円

11,243 7,362 2,307
1,435

138
（教育研究連携手当）
（通勤手当） 7月1日

千円 千円 千円 千円

5,095 5,095 0 0 *

千円 千円 千円 千円

4,949 4,949 0 0 4月1日

千円 千円 千円 千円

14,354 8,472 3,982
1,652

247
（教育研究連携手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

5,282 5,282 0 0

注2：「副学長手当」とは、副学長を兼ねている常勤の役員に対して支給するものである。
注3：「教育研究連携手当」とは、賃金、物価及び生計費等が特に高い地域等に所在する勤務箇所に在勤する
　　　役員に支給するものである。
注4：「入試手当」とは、大学法人が行う入学者選抜試験に係る業務に従事した場合に支給するものである。
　　　（理事等就任前において入試業務に従事したことにより支給されたもの）
注5：「前職」欄の「※」は、独立行政法人等の退職者であることを示す。
注6：「前職」欄の「*」は、退職公務員であることを示す。
注7：「前職」欄の「◇」は、役員出向者（国家公務員退職手当法第8条第1項の規定に基づき、独立行政法人等

　　　役員となるために退職し、かつ、引き続き当該独立行政法人等役員として在職する者）であることを示す。

役名
就任・退任の状況

前職
その他（内容）

法人の長

A理事

B理事

C理事

A監事

B監事
（非常勤）

注1：総額、各内訳について千円未満切り捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。

D理事

E理事

F理事

G理事 ◇

I理事
（非常勤）

◇

H理事
（非常勤）
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３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

　法人の長

　理事

　理事（非常勤）

　監事

　東京大学は、世界的教育研究拠点として、教育の質と研究の質のさらなる高度
化を図り、国内外の多様な分野において指導的役割を果たす人材を育成するこ
とを使命としている。これらの使命を担っていくため、総長のリーダーシップの下、
将来構想である「UTokyo Compass 多様性の海へ：対話が創造する未来（Into a
Sea of Diversity: Creating the Future through Dialogue）」では、「知をきわめる」
「人をはぐくむ」「場をつくる」という多元的な３つの視点（Perspective）から、目標
を定め行動の計画を立て、それらに好循環を生みだすことを通じて、世界の公共
性に奉仕する総合大学として、優れた多様な人材の輩出と、人類が直面するさま
ざまな地球規模の課題解決に取り組んでいる。
　そうした中で、総長は教職員数約8,000名の法人の代表としてその業務を総理
するとともに、校務を司り、所属教職員を統督し、経営責任者と教学責任者の職
務を同時に担っている。
　東京大学総長の報酬月額については、国家公務員指定職俸給表の俸給月額
を踏まえ、国家公務員給与の改定状況等を参考とした場合には、法人の長として
の報酬水準は妥当であると考えられるが、独立行政法人通則法第50条の2による
役員報酬等の規定にある民間企業の役員の報酬等を踏まえつつ引き続き検討
していきたい。

　東京大学は、世界的教育研究拠点として、教育の質と研究の質のさらなる高度
化を図り、国内外の多様な分野において指導的役割を果たす人材を育成するこ
とを使命としている。これらの使命を担っていくため、総長のリーダーシップの下、
将来構想である「UTokyo Compass 多様性の海へ：対話が創造する未来（Into a
Sea of Diversity: Creating the Future through Dialogue）」では、「知をきわめる」
「人をはぐくむ」「場をつくる」という多元的な３つの視点（Perspective）から、目標
を定め行動の計画を立て、それらに好循環を生みだすことを通じて、世界の公共
性に奉仕する総合大学として、優れた多様な人材の輩出と、人類が直面するさま
ざまな地球規模の課題解決に取り組んでいる。
　そうした中で、理事は経営企画、財務、社会連携・産学官協創、総務、教育、施
設、情報、研究、懲戒、病院、学生支援、入試・高大接続、評価、研究倫理、国
際、ダイバーシティ、事務組織、法務、人事労務、コンプライアンスなど多岐に亘
る役割に対し、総長を補佐して大学法人の業務を掌理している。
　東京大学理事の報酬月額については、国家公務員指定職俸給表の俸給月額
を踏まえ、国家公務員給与の改定状況等を参考として決定しており、その職務内
容の特性等を踏まえても、理事としての報酬水準は妥当であると考えられる。

　東京大学の非常勤理事として、経営改革特命や総長ビジョン推進などの役割
に対し、総長を補佐して大学法人の業務を掌理するために選任され、職責につ
いては常勤理事と同等であることから、非常勤理事としての報酬水準は妥当であ
ると判断する。

東京大学は、世界的教育研究拠点として、教育の質と研究の質のさらなる高度
化を図り、国内外の多様な分野において指導的役割を果たす人材を育成するこ
とを使命としている。これらの使命を担っていくため、総長のリーダーシップの下、
将来構想である「UTokyo Compass 多様性の海へ：対話が創造する未来（Into a
Sea of Diversity: Creating the Future through Dialogue）」では、「知をきわめる」
「人をはぐくむ」「場をつくる」という多元的な３つの視点（Perspective）から、目標
を定め行動の計画を立て、それらに好循環を生みだすことを通じて、世界の公共
性に奉仕する総合大学として、優れた多様な人材の輩出と、人類が直面するさま
ざまな地球規模の課題解決に取り組んでいる。
　そうした中で、監事は監査環境の整備及び法人内の情報の収集に積極的に努
め、特に出資金事業の遂行状況、産学連携の状況、情報セキュリティの状況、新
型コロナウイルス感染症の対応状況、安全保障輸出管理の対応状況、危険物管
理の状況、中期目標・中期計画達成の確認状況、病院セグメントの状況、科研費
の状況、大学債の使用状況、子会社の状況などを重点項目に監事監査を実施
をしている。
　東京大学監事の報酬月額については、国家公務員指定職俸給表の俸給月額
を踏まえ、国家公務員給与の改定状況等を参考として決定しており、その職務内
容の特性等を踏まえても、監事としての報酬水準は妥当であると考えられる。
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　監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

　東京大学の非常勤監事として、監査体制の中立性及び独立性を一層高めるた
めに選任され、職責については常勤監事と同等であることから、非常勤監事とし
ての報酬水準は妥当であると判断する。

　職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大学法
人、民間企業等との比較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当であると考え
る。
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４　役員の退職手当の支給状況（令和３年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

5,394
(48,158)

4
（38） （3）

2021年3月31日 1.2

千円 年 月

8,090
(8,090)

6
（6）

2021年3月31日 1.2

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注1：理事Aについては、役員在職期間を役員退職手当規則に適用させて算出した金額を記載するとともに、
　　　括弧内に、役員在職期間に教員在職期間を通算した期間（「法人での在職期間」欄の括弧の期間）を
　 　 もって当該役員の在職期間として算出した金額を記載した。

５　退職手当の水準の妥当性について
【法人の判断理由等】

区分

法人での在職期間

法人の長

理事A

理事B

理事
（非常勤）

監事

監事
（非常勤）

監事
（非常勤）

該当者なし

判断理由

法人の長 該当者なし

理事A

　当該理事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの1年間、総務、入試、産学連携担当として、
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの1年間、総務、入試担当として、平成31年4月1日から令和
3年3月31日までの2年間、総務、入試・高大接続、評価担当として、「東京大学ビジョン2020」の中間フォ
ローアップを実施するとともに、全学的な取組や各部局の特色を活かした取組の成果と進捗を取りまとめ
た中間報告書をウェブサイトで公表し、総長を本部長とする未来社会協創推進本部における指定国立
大学法人の構想に向けた体制構築及び拡充を行うなどの意欲的な取組を行った。また、「危機管理マ
ニュアル」を作成し、教職員の危機意識の向上、危機への対応能力の向上に尽力し、新型コロナウイル
スの感染拡大の状況にも適切に対応した。
　当該理事の業績勘案率については、これら担当業務に対する貢献度と国立大学法人評価委員会が
行う法人業績評価の結果を総合的に勘案した上で、経営協議会の議を経て、1.2と決定した。

理事B

　当該理事は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの1年間、コンプライアンス・研究倫理、監
査、運営企画担当として、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの1年間、コンプライアンス・研究
倫理、監査、病院担当として、平成29年4月1日から令和3年3月31日までの4年間、コンプライアンス、監
査、病院担当として、医学部附属病院の運営面では、目標設定に基づく経営改善に向けた取組を実施
し、委託費の比較・見直しによる業務の効率化を図り、診療面では、患者申出療養制度を活用した先進
的な医療の提供、センターの設置による高度治療体制の整備を行った。医科学研究所附属病院の教
育・研究面では、遺伝カウンセリングに精通した医療人材の養成や医師主導治験への専門性向上に向
けた取組を行った。また、研究費使用における不正防止の取組として、研究者及び競争的資金等の管
理・運営に関わる者に対する、研究倫理教育の実施状況の調査及び監査を行うなど、法務の専門的知
見を生かして大学の組織運営に大きく貢献した。
　当該理事の業績勘案率については、これら担当業務に対する貢献度と国立大学法人評価委員会が
行う法人業績評価の結果を総合的に勘案した上で、経営協議会の議を経て、1.2と決定した。

理事
（非常勤）

該当者なし

監事 該当者なし
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【文部科学大臣の検証結果】

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

　在職期間における法人及び個人の業績などを考慮すると、役員の退職手当の水
準は妥当であると考える。

　役員の賞与については、平成１６年度より東京大学役員給与規則に基づき、「総
長は、国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及び職務実績を勘案して、
賞与の額の１００分の１０の範囲内で増額し、又は減額することができる」仕組みとし
ている。
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Ⅱ 職員給与について

１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び令和3年度における主な改定内容

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　当該法人職員の給与水準を検討するにあたっては、労使交渉によって自主的・自律的に勤務
条件を決定することを基本としつつ、人件費の状況や国家公務員の給与等、民間企業の従業員
の給与等、業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態等を総合的に勘案したうえで、
国の給与法を重要な参考資料として給与改定を実施している。なお、人件費管理については、
教員と教員以外の職員の区分に分け部局ごとに採用可能数を配分し、その配分数の範囲内で
雇用管理を行っている。

　前1年間における勤務成績に応じて昇給を、従事する職務に応じ、かつ、総合的な能力の評価
に基づき昇格を実施し、また、勤勉手当において勤務実績に応じた支給割合（成績率）を設定す
ることにより反映する仕組みを導入している。

　東京大学教職員給与規則に則り、俸給及び諸手当（俸給の調整額、管理職手当、役職手当、
初任給調整手当、扶養手当、教育研究連携手当、住居手当、単身赴任手当、超過勤務手当、
休日出勤手当、夜勤手当、宿・日直手当、期末手当、勤勉手当及び通勤手当等）を支給してい
る。
　期末手当については、期末手当基準額（俸給＋扶養手当＋教育研究連携手当＋役職段階別
加算額）に100分の127.5の支給割合を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその
者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。勤勉手当については、勤勉手当基準額
（俸給＋教育研究連携手当＋役職段階別加算額）に期間率と勤勉手当の支給基準に定める成
績率、総長選考加算率及び業務加算率を乗じて得た額としている。
　令和３年度では、東京大学研究代表者等人件費制度の適用を希望し、総長の承認を受けた教
職員にインセンティブとして支給する研究代表者等特別手当及び「コロナ克服・新時代開拓のた
めの経済対策（令和3年11月19日閣議決定）」に基づく「看護職員等処遇改善事業」の趣旨を踏
まえ、看護職員等に対して支給（月額3,000円）する看護職員等職務手当を新たに規定した。
　このほか、学生・教職員等を対象とする新型コロナウィルスワクチン接種（大学拠点接種）におい
て、接種対応等の業務に従事する教職員に対する支援策の一つとして、当該教職員に対して特
例一時金を支給（従事１日につき5,000円）した。

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

5890 45.4 8,333 6,033 145 2,300
人 歳 千円 千円 千円 千円

1619 45.0 6,892 5,040 177 1,852
人 歳 千円 千円 千円 千円

2975 49.0 10,071 7,221 145 2,850
人 歳 千円 千円 千円 千円

930 35.8 5,917 4,390 85 1,527
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 53.3 6,082 4,481 167 1,601
人 歳 千円 千円 千円 千円

32 45.5 8,208 5,993 212 2,215
人 歳 千円 千円 千円 千円

310 41.0 6,443 4,742 151 1,701
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 47.3 6,901 5,038 228 1,863
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 42.8 6,419 4,717 199 1,702
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 64.2 20,965 15,733 216 5,232

人 歳 千円 千円 千円 千円

61 63.2 4,103 3,386 197 717
人 歳 千円 千円 千円 千円

57 63.1 4,086 3,369 198 717
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

4 64.0 4,336 3,628 187 708

人 歳 千円 千円 千円 千円

14 36.2 5,392 4,056 173 1,336
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

14 36.2 5,392 4,056 173 1,336
注1：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注2：教育職種（附属高校教員）とは、附属中等教育学校教員を示す。

注3：指定職種とは、特に指定された高度な業務を行う職種を示す。

注4：再任用職員の技能・労務職種、教育職種（附属高校教員）、非常勤職員の事務・技術、教育職種（外国人教師等）
       については、該当者が2人以下のため当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、区分以外は記
       載せず、各区分の全体の数値からも除外している。

注5：在外職員、任期付職員の区分については、該当者がいないため表を省略した。

教育職種
（附属高校教員）

医療職種
（病院医療技術職員）

その他医療職種
（医療技術職員）

その他医療職種
（看護師）

医療職種
（病院医療技術職員）

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（外国人教師等）

医療職種
（病院医療技術職員）

医療職種
（病院看護師）

教育職種
（附属高校教員）

区分

指定職種

技能・労務職種

再任用職員

総額
人員

技能・労務職種

事務・技術

事務・技術

教育職種
（大学教員）

うち所定内平均年齢
令和3年度の年間給与額（平均）

常勤職員

うち賞与
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[年俸制適用者]
人 歳 千円 千円 千円 千円

316 41.9 7,452 7,431 110 21
人 歳 千円 千円 千円 千円

247 40.0 8,409 8,382 99 27
人 歳 千円 千円 千円 千円

66 48.4 3,761 3,761 154 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 54.5 9,836 9,836 112 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

3 62.8 3,604 3,604 124 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 62.8 3,604 3,604 124 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

1504 43.7 5,898 5,898 159 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

478 49.7 4,988 4,988 197 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

41 31.9 5,139 5,139 175 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

574 42.5 7,172 7,172 132 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

411 39.6 5,251 5,251 151 0
注1：非常勤職員（年俸制）については、本学では常勤職員として取り扱っている。

注4：特任教員とは、特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教を示す。

注5：在外職員、任期付職員の区分については、該当者がいないため表を省略した。

注2：常勤職員(年俸制)の事務・技術、医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）および再任用職員(年俸制)の
　　　事務・技術、教育職種（大学教員）、医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）については、該当者がいな
　　　いため欄を省略した。

注3：非常勤職員(年俸制)の医療職種（病院看護師）については、該当者が2人以下のため当該個人に関する情報が
　　　特定されるおそれのあることから、区分以外は記載せず、各区分の全体の数値からも除外している。

再任用職員（年俸制）

職域限定職員

医療職種
（病院医療技術職員）

特任教員

特任研究員

教育職種
（大学教員）

職域限定職員

高度学術

非常勤職員（年俸制）

事務・技術

医療職種
（病院看護師）

常勤職員（年俸制）
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②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

部長 17 57.1 11,222

課長 97 54.4 9,273

副課長 193 53.8 7,834

上席係長 217 52.0 7,518

係長 643 46.1 6,796

主任 168 41.7 5,940

係員 284 29.4 4,474

（最高～最低）

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員)
〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。〕

職位別年間給与の分布状況

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢

  　「係長」には、「技術専門職員」を含む。

　  「上席係長」には、「主査」、「専門職員」を含む。

9,367 ～ 6,416

年間給与額

　　「係員」には、「一般職員」「一般技術職員」を含む。

千円

12,783 ～ 9,730

11,018 ～ 7,220

6,903 ～ 3,157

8,529 ～ 4,768

注：「課長」には、「事務長」、「副部長」を含む。

　  「副課長」には、「副事務長」、「専門員」、「技術専門員」を含む。

9,172 ～ 6,485

7,546 ～ 4,504
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２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）

千

人
千円
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②

③

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

教授 1,200 56.0 11,925

准教授 846 46.6 9,574

講師 226 44.5 8,757

助教 674 40.5 7,299

助手 29 56.1 7,643

平均年齢

11,448 ～ 7,067

18,908 ～ 9,050

分布状況を示すグループ

千円

人員
年間給与額

職位別年間給与の分布状況

（最高～最低）

10,837 ～ 6,610

8,920 ～ 5,693

8,889 ～ 7,153

年齢別年間給与の分布状況（教育職員（大学教員）)
〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。〕
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２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

年間給与の分布状況（教育職員（大学教員））

千

人
千円
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②

③

（医療職員（病院看護師））

平均
人 歳 千円

看護部長 1

副看護部長 4 57.0 8,990

看護師長 55 52.2 8,551

副看護師長 93 46.9 7,040

看護師 777 33.1 5,475

注1：「看護部長」については該当者1人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、
     平均年齢以下の事項については記載していない。

注2：「副看護部長」については該当者4人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、
     年間給与額の最高額及び最低額は記載していない。

注：年齢20～23歳の該当者は2人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、
　　平均給与額及び第1・3四分位を記載していない。

注3：「看護師」には、「助産師」、「保健師」を含む。

千円

～

8,489 ～ 4,973

8,584 ～ 4,143

～

9,744 ～ 6,834

年齢別年間給与の分布状況（医療職員（病院看護師）)
〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。〕

職位別年間給与の分布状況

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）
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人数

平均給与額
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第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（医療職員（病院看護師））

千
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④

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

56.5 56.3 56.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 43.5 43.7 43.6

％ ％ ％

         最高～最低 53.0～40.0 53.0～40.0 53.0～40.0
％ ％ ％

56.8 56.8 56.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 43.2 43.2 43.2

％ ％ ％

         最高～最低 53.0～31.8 50.5～38.8 49.5～38.0

（教育職員（大学教員））
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

54.2 54.1 54.2
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 45.8 45.9 45.8

％ ％ ％

         最高～最低 57.7～31.8 54.8～40.2 56.3～40.7
％ ％ ％

57.1 57.1 57.1
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 42.9 42.9 42.9

％ ％ ％

         最高～最低 53.0～28.6 55.0～38.3 53.4～35.9

（医療職員（病院看護師））
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

52.8 54.4 53.6
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 47.2 45.6 46.4

％ ％ ％

         最高～最低 53.0～36.6 49.5～41.9 　　51.3～42.4

％ ％ ％

56.3 55.8 56.0
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 43.7 44.2 44.0

％ ％ ％

         最高～最低 53.0～39.2 53.0～39.2 51.3～39.2

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

賞与（令和3年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員
（病院看護師））

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）
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３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

・年齢勘案 96.2
・年齢・地域勘案 87.3
・年齢・学歴勘案 94.9
・年齢・地域・学歴勘案 86.7
（参考）対他法人 110.8

（法人の検証結果）

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　39.4％
（国からの財政支出額　110,478（百万円）、支出予算の総額　279,840（百
万円）：令和3年度予算）

【累積欠損額について】
累積欠損額0円（令和2年度決算）

【管理職について】
6.9％（常勤職員1,619名中112名）

【給与・報酬等支給総額について】
支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　48.6％
（支出総額　117,254（百万円）、給与・報酬等支給総額　57,061（百万円）：
令和2年度決算）

【検証結果】
国からの財政の支出割合は39.4％であり、累積欠損もなく、人事院勧告を
勘案した給与改定を実施するなど、給与水準は適切であると考える。

（文部科学大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業員
の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、国
家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性につい
て、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関す
る基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））
当該法人は、国家公務員の給与及び民間企業の従業員の給与等を総合
的に勘案したうえで、職員の給与水準を設定しており、法人における給与水
準の妥当性の検証結果から、適切な対応が執られていると考える。引き続
き、適切な給与水準の設定に努めていただきたい。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　給与水準の妥当性の
　検証

講ずる措置 今後も適切な給与水準の維持に努めていく。
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○医療職員（病院看護師）

・年齢勘案 114.2
・年齢・地域勘案 107.3
・年齢・学歴勘案 108.8
・年齢・地域・学歴勘案 106.4
（参考）対他法人 115.6

○教育職員（大学教員）

　教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標　107.8

　給与水準の妥当性の
　検証

講ずる措置 今後も適切な給与水準の維持に努めていく。

（文部科学大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業員
の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、国
家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性につい
て、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関す
る基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））
当該法人は、国家公務員の給与及び民間企業の従業員の給与等を総合
的に勘案したうえで、職員の給与水準を設定しており、対国家公務員指数
が全て100を上回っていることについての理由の説明及び給与水準の妥当
性の検証結果から、国と職員構成が異なること等を考慮すると、適切な対応
が執られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に努めていただ
きたい。

（法人の検証結果）

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　39.4％
（国からの財政支出額　110,478（百万円）、支出予算の総額　279,840（百
万円）：令和3年度予算）

【累積欠損額について】
累積欠損額0円（令和2年度決算）

【管理職について】
6.4％（常勤職員930名中60名）

【給与・報酬等支給総額について】
支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　48.6％
（支出総額　117,254（百万円）、給与・報酬等支給総額　57,061（百万円）：
令和2年度決算）

【検証結果】
上記の理由により、適切なものであると考える。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

本学の医療職種（病院看護師）が勤務する病院が1級地（東京都特別区）に
あること、令和3年国家公務員給与等実態調査の「適用俸給表別、性別、最
終学歴別人員」による医療職俸給表（三）適用者の最終学歴は、大学卒
6.7%、短大卒90.3%であるのに対し、本学は大学卒72.4%、短大卒27.6%であ
ること、同調査の「適用俸給表別、級別（最終学歴別）人員」による医療職俸
給表（三）適用者の１級（准看護師）の構成割合は3.4%であるのに対し、本
学は0％であることにより、対国家公務員指数を上回ったと考えられる。

内容項目

対国家公務員
指数の状況

　（注）上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、令和3年度の
　　　　教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

なお、平成19年度までは教育職員（大学教員）と国家公務員（平成15年度の教育職（一））との給与水準
（年額）の比較指標である。
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４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

（教育職員（大学教員））

（扶養親族がいない場合）
○２７歳（助教博士修了初任給）
　　　　月額291,400円　年間給与4,348千円
○３５歳（助教）
　　　　月額395,784円　年間給与6,588千円
○５０歳（教授）
　　　　月額575,034円　年間給与9,826千円
※扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者3,500円又は6,500円、子1人につき10,000円）
を支給

　前1年間における勤務成績に応じて昇給を、従事する職務に応じ、かつ、総合的な能力の評
価に基づき昇格を実施し、また、勤勉手当において勤務実績に応じた支給割合（成績率）を設
定することにより反映する仕組みを導入している。

（事務・技術職員）

（扶養親族がいない場合）
○２２歳（本部一般職員大卒初任給）
　　　　月額182,200円　年間給与2,721千円
○３５歳（本部主任）
　　　　月額324,920円　年間給与5,421千円
○５０歳（本部副課長）
　　　　月額435,697円　年間給与7,340千円
※扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者6,500円、子1人につき10,000円）を支給
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Ⅲ　総人件費について

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

特になし

「給与、報酬等支給総額」については、前年度と同水準であった。
「最広義人件費」においては、非常勤教職員の増加による「非常勤役職員等給与」の増額、それに
伴い「福利厚生費」が増額したことにより、全体として対前年度比2.8％の増となった。

注：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

41,166,548 42,477,967

福利厚生費

45,368,760

14,393,327

120,551,806110,620,008 112,145,382 114,848,374 117,254,652

12,543,820

最広義人件費
108,177,913

非常勤役職員等給与
36,670,052 37,711,344 38,970,667

4,009,694

13,632,463

4,404,771 3,963,074 3,695,408

区　　分

給与、報酬等支給総額
54,954,347 55,395,946

12,824,834 14,020,036

4,687,884
退職手当支給額

57,138,428

3,651,291

56,086,289 57,061,23955,438,063

13,331,881
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